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特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
五
章
の
二
を
第
五
章
の
三
と
し
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
指
定

物
品
」
を
「
物
品
（
当
該
売
買
契
約
の
相
手
方
の
利
益
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
物
品
又
は
こ
の
章
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
流
通
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
、
同
項
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
六
の
見
出
し
を
「
（
勧
誘
の
要
請
を
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
勧
誘
の
禁
止
等
）
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
勧
誘
に
先
立
つ
て
」
を
加
え
、
「
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
こ
と
を
し
な
い
で
勧
誘
を
し
て
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

購
入
業
者
は
、
訪
問
購
入
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
の
要
請
を
し
て
い
な
い
者
に
対
し
、
営
業
所
等
以

外
の
場
所
に
お
い
て
、
当
該
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
し
、
又
は
勧
誘
を
受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
し
て
は
な

ら
な
い
。 



 

二 

 
第
五
章
の
二
を
第
五
章
の
三
と
し
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
七
及
び
第
五
十
八
条

の
八
中
「
指
定
物
品
」
を
「
物
品
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
十
一
の
見
出
し
を
「
（
第
三
者
へ
の
物
品

の
引
渡
し
に
つ
い
て
の
相
手
方
に
対
す
る
通
知
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
売
買
契
約
」
を
「
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
売
買
契
約
」
に
、
「
が
指
定
物
品
を
購
入
業
者
に
引
き
渡
し
た
」
を
「
か
ら
物
品
の
引
渡
し
を
受

け
た
」
に
改
め
、
「
、
そ
の
売
買
契
約
を
第
五
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
除
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
売
買
契
約

の
相
手
方
の
求
め
に
応
じ
て
」
を
削
り
、
「
指
定
物
品
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
」
を
「
物
品
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
第
五
十

八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
」
に
改
め
、
「
、
第
三
者
に
当
該
指
定
物
品
を
引
き
渡
し
て
い
な

い
と
き
は
そ
の
旨
を
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
」
を
削
り
、
「
遅
滞
な
く
、
」
の
下
に
「
そ
の
売
買
契
約
の
相
手
方

に
」
を
加
え
、
同
改
正
規
定
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
物
品
の
引
渡
し
を
受
け
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
） 

第
五
十
八
条
の
十
一
の
二 

購
入
業
者
は
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
売
買
契
約
の
相
手
方
か

ら
物
品
の
引
渡
し
を
受
け
た
後
に
、
第
五
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
第
三

者
に
当
該
物
品
を
引
き
渡
す
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
品
の
売
買
契
約



  

三 

が
解
除
さ
れ
た
旨
又
は
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
、
そ
の
第
三
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
章
の
二
を
第
五
章
の
三
と
し
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
十
二
中
「
、
第
五
十

八
条
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
七
」
を
削
り
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
十
三
第
一
項
中
「
、
第
五
十

八
条
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
七
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
一
」
を
「
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
一
の
二
」
に
改
め
、

同
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
十
四
第
一
項
中
「
指
定
物
品
」
を
「
物
品
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条

の
十
七
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
八
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
八
条

の
七
」
を
「
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
七
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
指
定
物
品
」
を
「
物
品
」
に
改

め
る
。 

 

第
六
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
八
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
五
十
八
条
の
四
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
指
定
物
品
」
を
「
物
品
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
八
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
八
条

の
九
」
の
下
に
「
、
第
五
十
八
条
の
十
一
、
第
五
十
八
条
の
十
一
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五
十
八
条
の
四
第
二

項
」
を
「
第
五
十
八
条
の
四
」
に
改
め
る
。 



 

四 

 
附
則
第
四
条
中
「
政
府
は
」
の
下
に
「
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
五
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、
同

条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

政
府
は
、
新
特
定
商
取
引
法
第
五
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
込
者
等
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
売
買
契
約
の
解

除
を
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
申
込
者
等
が
新
特
定
商
取
引
法
第
五
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
訪
問
購
入
に
係
る
物
品
の
占

有
を
確
実
に
回
復
し
又
は
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 


